
 

事 務 連 絡 

令和４年８月 10 日  

 

 

各都道府県消防防災主管部（局） 御中 

 

 

消防庁救急企画室  

 

 

お盆期間中における新型コロナウイルス感染症対応に関する 

検査・保健・医療提供体制の確保への対応について 

  

新型コロナウイルス感染症への対応として、オミクロン株の特性を踏まえた検査・

保健・医療提供体制の強化等については、「直近の感染状況を踏まえた医療提供体制

への対応について」（令和４年７月25日付け消防庁救急企画室事務連絡）により、貴

都道府県衛生主管部（局）等の関係者との間での連携など必要な対応に努めていただ

くようお願いしているところです。 

 今般、厚生労働省より、全国の都道府県衛生主管部（局）等あて「お盆期間中にお

ける新型コロナウイルス感染症対応に関する検査・保健・医療提供体制の確保につい

て」（令和４年８月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務

連絡）【別添】が発出され、お盆期間中においても、検査・保健・医療提供体制に支

障が生じることがないよう、その確保に万全を期すよう要請されています。 

つきましては、貴部（局）においては、引き続き、お盆期間中においても、貴都道

府県衛生主管部（局）等の関係者との間での連携など必要な対応に努めていただきま

すとともに、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対して、この旨を周知されますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 飯田専門官、岡澤補佐、石田係長、篠原事務官 

TEL：03-5253-7529  

FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyuanzen@soumu.go.jp 



 

 

事 務 連 絡 

令和４年８月９日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

お盆期間中における新型コロナウイルス感染症対応に関する検査・保健・医療提供体制の

確保について 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

標記の検査・保健・医療提供体制の確保については、下記の事務連絡に基づき、各地方

自治体において整備に努めていただいているところですが、お盆期間中は、帰省時の人の

動きが多くなり、検査・保健・医療提供体制への影響が懸念されるところです。 

その一方で、休暇を取得する職員も増えると見込まれることから、検査・保健・医療提

供体制に支障が生じることがないよう、その確保に万全を期していただきますよう改めて

お願いいたします。 

併せて、お盆期間中においても、発熱等のある患者が適切かつ確実に検査・診療をうけ

られるよう、各地方自治体におかれては、地域の実情に応じて、診療・検査医療機関に対

するお盆期間中の体制確保要請、お盆期間中の診療・検査が可能な施設の公表、お盆期間

中の臨時の発熱外来の開設などに取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

・「現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検査・保健・医療提供体制の点

検・強化について」（令和４年７月５日付け事務連絡）及び「直近の感染状況を踏まえた

医療提供体制について」（令和４年７月 22日付け事務連絡） 

・「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」（令和４年７月 15日付け事務連

絡） 

・「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機

関・保健所の負担軽減等について」（令和４年７月 22日付け事務連絡（令和４年８月５日

最終改正）） 
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